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１

ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
規
則

◯
教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
・
義
務

教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
公
立
学
校
教
員
に
係
る
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
五

項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
き
等
に
関
す
る
規
則
（
八
・

義
務
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め

る
。

「

別
表
第
一
第
一
号
（一）
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

「

に
改
め
、
同
号
（三）
の
表
中
　
　
　
　

」

「

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
号
（五）
の
表
中
　
　
　
　

」

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
改
め
、
同
号
（六）
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
第

」

」

「

「

二
号
（一）
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
改
め
、
同
号
（二）
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
改
め
、
同
号
（三）
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

」

「

「

に
改
め
、
同
号
（四）
の
表
中
　
　
　
　

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

」

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│

公
立
学
校
教
員
に
係
る
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
及

び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

公
立
学
校
教
員
に
係
る
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
五

項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
意
見
の
聴
取
、
事
実
の
確
認
の
方
法
並
び
に
児
童
又
は

生
徒
（
以
下
「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
指
導
が
不
適
切
で
あ
る

教

育

委

員

会

規

則
一
八

一
六

一
四

四四三

一
八

一
六

一
三

五五五

一
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五五五
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２

こ
と
の
認
定
の
手
続
及
び
指
導
改
善
研
修
を
受
け
た
者
の
児
童
等
に
対
す

る
指
導
の
改
善
の
程
度
に
関
す
る
認
定
の
手
続
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
員
の
認
定
の
申
請
等
）

第
二
条

市
町
村
教
育
委
員
会
又
は
県
立
学
校
の
長
は
、
当
該
市
町
村
教
育

委
員
会
又
は
県
立
学
校
に
所
属
す
る
公
立
学
校
教
員
（
秋
田
県
教
育
委
員

会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
任
命
に
係
る
教
諭
、
養
護

教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭
並
び
に
講
師
（
非
常
勤
の

講
師
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
精
神
疾
患
そ
の
他
の
疾
患

以
外
の
理
由
に
よ
り
次
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
、
か
つ
、
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
改
善
研
修

（
以
下
「
指
導
改
善
研
修
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
児
童
等

に
対
す
る
指
導
が
改
善
す
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
県
教
育
委
員
会
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
同
項
に
規
定
す
る
認
定
の
申
請
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
公
立
学
校
教
員
の
児
童
等
に
対
す
る
指
導
状
況
及
び
学
校
に
お

け
る
当
該
公
立
学
校
教
員
に
係
る
研
修
等
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書

二
　
当
該
公
立
学
校
教
員
か
ら
の
意
見
の
聴
取
書

（
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
員
の
認
定
）

第
三
条

県
教
育
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
公
立
学
校
教
員
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
教
科
に
関
す
る
専
門
的
知
識
、
技
術
等
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
児

童
等
に
対
す
る
学
習
指
導
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

二
　
指
導
方
法
が
不
適
切
で
あ
る
た
め
、
児
童
等
に
対
す
る
学
習
指
導
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
児
童
等
の
心
理
を
理
解
す
る
能
力
又
は
意
欲
に
欠
け
、
学
級
経
営
又

は
生
徒
指
導
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
公
立
学
校
教
員
と
し
て
の
資
質
に

問
題
が
あ
り
、
学
習
指
導
、
学
級
経
営
、
生
徒
指
導
等
を
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
実
関

係
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
う
も
の
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
認
定

に
係
る
公
立
学
校
教
員
か
ら
意
見
の
聴
取
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
改
善
研
修
）

第
四
条

県
教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た

者
に
対
し
て
、
指
導
改
善
研
修
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
の
改
善
の
程
度
に
関
す
る
認
定
）

第
五
条

県
教
育
委
員
会
が
行
う
法
第
二
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
は
、
次
に
掲
げ
る
程
度
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
児
童
等
に
対
し
て
適
切
に
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
程
度

二
　
児
童
等
に
対
す
る
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
が
、
更
に
指
導
改
善
研
修

を
実
施
し
た
場
合
、
前
号
に
掲
げ
る
程
度
ま
で
の
改
善
が
見
込
ま
れ
る

程
度

三
　
児
童
等
に
対
す
る
指
導
が
不
適
切
で
あ
り
、
更
に
指
導
改
善
研
修
を

実
施
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
一
号
に
掲
げ
る
程
度
ま
で
の
改
善
が

見
込
ま
れ
な
い
程
度

（
指
導
改
善
研
修
後
の
措
置
）

第
六
条

県
教
育
委
員
会
は
、
研
修
受
講
者
（
指
導
改
善
研
修
を
受
け
た
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
導
の
改
善
の
程
度
が
前
条
第
一
号
に
掲
げ

る
程
度
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
研
修
受
講
者
に
対
し
て

行
っ
た
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
し
、
当
該
研
修
受
講
者
を
所
属

す
る
学
校
に
お
け
る
職
務
に
復
帰
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

県
教
育
委
員
会
は
、
研
修
受
講
者
の
指
導
の
改
善
の
程
度
が
前
条
第
二

号
に
掲
げ
る
程
度
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
研
修
受
講
者

に
対
し
、
再
度
指
導
改
善
研
修
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

３

県
教
育
委
員
会
は
、
研
修
受
講
者
の
指
導
の
改
善
の
程
度
が
前
条
第
三

号
に
掲
げ
る
程
度
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
研
修
受
講
者

に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
研
修
受
講
者
が
市
町
村
立
学
校
に
勤
務
す
る
者
で
あ
る
と
き

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
費
負

担
教
職
員
の
免
職
及
び
こ
れ
に
引
き
続
く
県
の
常
時
勤
務
を
要
す
る
職

へ
の
採
用
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
よ
る
免
職
（
以
下
「
分
限
免
職
処
分
」
と

い
う
。
）

二
　
当
該
研
修
受
講
者
が
県
立
学
校
に
勤
務
す
る
者
で
あ
る
と
き
　
県
の

教
員
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
を
い
う
。
）
以
外
の
職
（
指
導
主
事
及

び
校
長
を
除
く
。
）
へ
の
異
動
又
は
分
限
免
職
処
分

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
立
学
校
教
員
に
係
る
法
第

二
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
等
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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